
蒲郡市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、仕事と育児を両立できる環境の整備と児童の福祉の向上を図

り、地域における育児に関する援助活動（以下「援助活動」という。）の支援のた

め、がまごおり児童館に蒲郡市ファミリー・サポート・センター（以下「センタ

ー」という。）を設置し、ファミリー・サポート・センター事業の実施について必

要な事項を定める。 

（業務） 

第２条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

⑴ センターの会員（以下「会員」という。）の募集及び登録に関すること。 

⑵ 会員間における援助活動の調整に関すること。 

⑶ 会員を対象とする説明会、講習会及び交流会に関すること。 

⑷ センターの広報に関すること。 

⑸ その他センターの目的を達成するために必要なこと。 

（業務時間） 

第３条 センターの業務時間は、午前９時から午後５時までとする。 

（休業日） 

第４条 センターの休業日は、次のとおりとする。 

⑴ 火曜日及び日曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

⑶ １月２日及び同月３日並びに１２月２９日から同月３１日まで 

（職員） 

第５条 ファミリー・サポート・センター事業の円滑な実施を図るため、センター

に必要な職員を置くものとする。 

（アドバイザー） 

第６条 センターにアドバイザーを置くものとする。 

２ アドバイザーは、第２条に規定する業務の実施にあたるほか、次に掲げる業務

を行うものとする。 

⑴ サブ・リーダーの選定並びに育成及び指導に関すること。 

⑵ 会員間に生じた問題等を解決するための助言に関すること。 



⑶ 他の地方公共団体のファミリー・サポート・センターとの連絡調整に関する

こと。 

（サブ・リーダー） 

第７条 センターにサブ・リーダーを置くことができる。 

２ サブ・リーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡、調整等を行うもの

とする。 

（会員） 

第８条 会員は、次条第１項の承認を受けた育児の援助を行う会員（以下「まかせ

て会員」という。）及び当該援助を受ける会員（以下「おねがい会員」という。）

とする。 

２ まかせて会員は、市内に在住する者でなければならない。 

３ おねがい会員は、市内に在住、在勤又は在学する者でなければならない。ただ

し、市町村間の協定に基づいて市内の保育園、幼稚園等に広域入所し、又は市内

の小学校に区域外就学する児童を有する者は、この限りでない。 

４ まかせて会員は、おねがい会員を兼ねることができる。 

（入会の手続） 

第９条 会員になろうとする者は、入会申込書（第１号様式）をセンターに提出し、

その承認を受けなければならない。 

２ センターは、前項の承認を受けた者に対し、会員証（第２号様式）を交付する。 

３ 会員は、入会に際して、センターが実施する講習等を受講しなければならない。

ただし、センターが受講する必要がないと認めた場合は、この限りでない。 

４ 会員は、入会申込書の内容に変更が生じたときは、会員登録変更届（第３号様

式）をセンターに提出しなければならない。 

（退会の手続） 

第１０条 会員がセンターを退会しようとするときは、退会届（第４号様式）に会

員証を添えてセンターに提出しなければならない。 

（援助活動の内容） 

第１１条 援助活動の内容は、育児に関する援助を必要とする中学校就学前の児童

（以下「対象児童」という。）に対する、次に掲げる事項とする。 

⑴ 保育園又は幼稚園等まで対象児童を送迎すること。 

⑵ 保育園又は幼稚園における保育等の開始前又は終了後に対象児童を預かるこ



と。 

⑶ 学校の放課後又は児童クラブの終了後に対象児童を預かること。 

⑷ 保護者等の負傷、疾病、急用等の場合に対象児童を預かること。 

⑸ その他会員の子育て支援のために必要なこと。 

２ 対象児童を預かる援助活動は、おねがい会員の家庭において行うものとする。

ただし、まかせて会員とおねがい会員との間で合意があるときは、この限りでな

い。 

３ 援助活動は、原則として午前６時から午後１０時までの時間内に行うものとし、

対象児童の宿泊は行わないものとする。 

（援助活動の実施等） 

第１２条 おねがい会員は、援助活動を必要とするときは、アドバイザーに援助の

申込みをしなければならない。 

２ 前項の申込みを受けたアドバイザーは、援助内容、日時等を確認し、援助依頼

受付簿（第５号様式）に記載するとともに、まかせて会員を選考し、当該おねが

い会員に紹介するものとする。 

３ おねがい会員及びまかせて会員は、第１項の申込みに係る援助活動の内容等に

ついて、事前に十分な打合せを行い、双方合意のもとに事前打合せ書（第６号様

式）を作成しなければならない。 

４ 援助活動終了後、まかせて会員は、その実施内容について、おねがい会員の確

認を受けた援助活動報告書（第７号様式）を作成し、援助活動を実施した日の属

する月の翌月の１０日までにセンターに提出しなければならない。 

５ やむを得ない事情により援助活動を必要とする場合で、センターの休業日及び

業務時間外のため、第１項の申込みができないおねがい会員は、まかせて会員に

直接援助の申込みをすることにより、援助を受けることができるものとする。こ

の場合において、当該おねがい会員は、速やかにセンターに報告しなければなら

ない。 

（会員の遵守事項） 

第１３条 会員は、援助活動により知り得た他人の個人情報の保護に努めなければ

ならない。会員がセンターを退会した後も、同様とする。 

２ おねがい会員はまかせて会員に対し、前条第３項の規定により決定した以外の

援助活動を要求してはならない。また、当該援助活動の内容に変更が生じた場合



は、速やかに連絡するものとする。 

３ おねがい会員は、保育園、幼稚園等まで対象児童を迎えに行く援助活動を実施

することを決定したときは、援助活動実施前までに、その旨を当該施設へ連絡し

なければならない。 

４ 援助活動中に生じた事故による損害については、当該援助活動の当事者である

会員間において解決しなければならない。 

（援助活動の報酬等） 

第１４条 おねがい会員は、援助活動の終了後、まかせて会員に対し、市長が別に

定める基準に従い、報酬等を支払わなければならない。 

（その他） 

第１５条 ファミリー・サポート・センター事業に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年１０月３０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１月１７日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年１２月２８日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の蒲郡市ファミリー・サポート・センター事業実

施要綱の規定による諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第９条関係） 

入  会  申  込  書 
申込日      年   月   日 

写  真 
 (撮影6ヶ月以内) 

2.4×３㎝ 

会員番号      ※ ※センター記入 

会員の種類 □おねがい会員    □まかせて会員     □どっちも会員 

ふりがな 

会員氏名      

 
男
・
女 

 

年   月   日生 

（    ）歳  

住   所 
〒   － 

小学校区 小学校 

電話番号      
TEL(    )   －      

FAX(    )   －      
携帯電話 (     )      －      

Eメールアドレス 

職   業 １ 無職  ２ フルタイム  ３ パートタイム  ４ 自営業  ５ その他(     ) 

勤 務 先 

（在 学 先） 

名 称  電話番号 

(   ) 所在地  

【おねがい・どっちも会員記入欄】 

援
助
が
必
要
な
児
童 

名 前(ふりがな) 性別 生 年 月 日 年齢 園・学校名 特記事項など 
 

男・女   ・  ・     

 

男・女   ・  ・    
 

 

男・女   ・  ・    
 

かかりつけ医 (1) (2) 

その他  

【まかせて・どっちも会員記入欄】 

同居の

家族 
(会員本人を

除く) 

氏   名 続柄 性 別 年齢 氏   名 続柄 性 別 年齢 

  男・女    男・女  

  男・女    男・女  

  男・女    男・女  

資格等 なし  保育士  幼稚園教諭  教員   看護師  ヘルパー  その他（       ） 

車免許 あり ・ なし 車での送迎 可 ・ 不可 車の任意保険 加入・未加入 

援助のでき

る曜日・時

間及び内容 

(可能な時

間帯に○を

してくださ

い) 

 月 火 水 木 金 土 日 援助できる内容 

早朝（7:00以前）        ・自宅での預かり 

・自宅外での預かり 

・送迎 

・障害児の預かり 

午前（7:00~12:00）        

午後(12:00~16:00)        

夕方(16:00~19:00)        

夜間(19:00~22:00)        

住居の状況 一戸建・集合住宅・その他(      ) ペット なし  犬  猫  その他（     ) 

備  考 
 

※ センター記入欄 

講習会履歴           

交流会履歴           

 



第２号様式（第９条関係） 

 

表  面                   裏  面 

    会  員  証 

 

会員番号          

氏  名          

生年月日          

上記の者は、センター会員である 

ことを証明します。 

     年  月  日 

 

蒲郡市ファミリー・サポート・センター 

蒲郡市長            印 

注 意 事 項 
１ 援助活動は、必ず蒲郡市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

に従って活動してください。 

２ 援助活動中は、必ず会員証を携帯し、身分を証明する必要がある場合は

提示してください。 

３ 援助活動中に知り得た情報は、絶対に他人に漏らさないでください。 

４ 援助活動中に生じた事故については、当事者間で解決するものとし、セ

ンターは責任を負うものではありません。 

５ 援助活動中に事故等が発生した場合は、速やかにセンターへ連絡してく

ださい。 

６ 会員証を紛失したとき、または変更が生じたときは、速やかにセンター

へ連絡してください。 

７ 会員証を他人に貸したり、譲渡しないでください。 

８ 退会するときは、必ず会員証をセンターへ返却してください。 

 

 

写   真 

（2.4×3㎝） 



第３号様式（第９条関係） 
会 員 登 録 変 更 届 

  年   月   日 
会 員 番 号        

会員の種類 □おねがい会員    □まかせて会員     □どっちも会員 

ふりがな 

会 員 氏 名      

 男
･
女 

 
年   月   日生 

（    ）歳  

住   所 
〒   － 

小学校区 小学校 

電 話 番 号      
TEL(     )    －      
FAX(     )    －      

携帯電話 (     )    －      

職   業 １ 無職 ２ フルタイム ３ パートタイム ４ 自営業 ５ その他(     ) 

勤 務 先 
（在学先） 

名 称  電話番号 
(   ) 所在地  

 
【おねがい･どっちも会員記入欄】 

援
助
が
必
要
な
児
童 

名 前(ふりがな) 性別 生 年 月 日 年齢 園・学校名 特記事項など 
 

男・女   ・  ・    
 

 

男・女   ・  ・    
 

 

男・女   ・  ・    
 

かかりつけ医 (1) (2) 

その他  

 
【おねがい･どっちも会員記入欄】 

同居の 
家族 

(会員本人を

除く) 

氏   名 続柄 性 別 年齢 氏   名 続柄 性 別 年齢 

  男・女    男 ･女  

  男・女    男 ･女  

  男・女    男 ･女  

資格等 なし  保育士  幼稚園教諭  教員  看護師  ヘルパー その他(     ） 

車免許 あり ・ なし 車での送迎 可 ・ 不可 車の任意保険 加入・未加入 

援助のでき
る曜日・時
間及び内容 

(可能な時間
帯に○をし
てください) 

 月 火 水 木 金 土 日 援助できる内容 

早朝(7:00 以前)        ・自宅での預かり 

 

・自宅外での預かり 

 

・送迎 

 

・障害児の預かり 

午前(7:00~12:00)        

午後(12:00~16:00)        

夕方(16:00~19:00)        

夜間(19:00~22:00)        

住居の状況 一戸建・集合住宅・その他(    ) ペット なし  犬  猫  その他 

備 考  

注）１ 会員番号、会員氏名は必ず記入してください。 

  ２ 変更があった項目のみ記入してください。 



第４号様式（第１０条関係） 

退 会 届 

  年  月  日 

 蒲 郡 市 長  様 

会員番号            

住  所            

氏  名            

 

 下記のとおり、蒲郡市ファミリー・サポート・センターを退会します。 

記 

１ 退会期日        年   月   日 

 

２ 退会理由 

＜おねがい・どっちも会員記入＞ 

□ 市外転出 

□ 子どもの成長 

□ 利用する必要がなくなった 

□ ほかの子育て支援で対応できるため 

□ その他の理由（                             ） 

 

＜まかせて・どっちも会員記入＞ 

□ 市外転出 

□ 多忙のため 

□ 体調不良 

□ 援助の機会がないため 

□ その他の理由（                             ） 

 

※ センター記入欄 

受   付        年   月   日 

会 員 証 の      

返   還 
  あり  ・  なし 

備   考 

 

 



第５号様式（第１２条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        蒲郡市ファミリー･サポート･センター援助依頼受付簿

子 ど も 名 依頼日 内   　　　 容

/ /
　　時　　分
～　 時　 分

時間
分

/

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

受付者

（　　　　　）

（会員番号）　氏　　名 （会員番号）　　氏　　　　名

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

お　ね　が　い  会   員

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

受付日
受付
番号

依       頼       内      容

依    頼    時    間
紹介日

（　　　　　）

　ま  か  せ　て会　員



第６号様式（第１２条関係） 

事 前 打 合 せ 書 

   年   月   日 

援 助 実 施       

予 定 日 時       
  年  月  日(  )～  日(  )    [   ：   ～   ：   ] 

おねがい会員 会員番号 
※ 

 
氏 名 

※ 

まかせて会員 会員番号 
※ 

 
氏 名 ※ 

援助の必要な

子どもの氏名 

 

（続 柄） 

 

       （   ）                 
      

   歳   ヶ月 

男 

女 
園

･

学

校

名 

 

 

       （   ）    
     

  歳   ヶ月 

男 

女 

 

 

       （   ）                    
    

   歳   ヶ月 

男 

女 

 

 

住    所 
                     TEL(    )    － 

                     FAX(    )    － 

緊
急
連
絡
先 

※
記
入
必
須 

氏   名 続柄 勤 務 先 等 電 話 番 号 携 帯 番 号 

     －   －   － 

     －   －   － 

※ 「会員氏名、会員番号」は、内容を確認し、それぞれ各会員が記入してください。 

 

依 

頼 

の 

内 

容 

預 

か 

る 

場 
所 

･まかせて会員宅 

･おねがい会員宅 

･送迎のみ 

･他の場所 

（      ） 

 

 

内  

 

 

容 

･園のお迎え  

･園への送り  

･園のお迎えと預かり  

･預かりと園への送り  

･児童クラブの迎え  

･児童クラブへの送り 

･児童クラブの迎えと預かり 

･保護者等の負傷、疾病 

･保護者の急用等 

･リフレッシュ 

･習い事の送迎 

･兄弟の行事 

･（その他        ） 

食
事
・
お
や
つ 

食
べ
な
い 

食
べ
る 

持ち込みます 

支給願います ・ 実 費（ 食事      円    おやつ    円） 

注意事項 (アレルギー等) 

睡 眠 
 

 

排   泄 

（オムツ） 

 

既往症 

 

 

 

かかりつ      

けの病院      

病院名 

TEL (    )   － 

園・学校、児童クラブ  担任氏名      
 

その他 

特記事項 

（くせ、好み、性格等 知らせておきたいこと） 

 

○ 依頼会員が記入し、打ち合わせ後に援助会員に渡してください。 

○ 車での送迎はチャイルドシート･ジュニアシートの準備についても話し合ってください。 

（センターでもお貸しできます。ご相談下さい。） 

事前打ち合わせ終了後、必ずセンターへ連絡してください。 



第７号様式（第１２条関係） 

援 助 活 動 報 告 書 

 蒲 郡 市 長  様 

援助実施日時   年  月  日(  )～  日(  )    [   ：   ～   ：   ] 

おねがい会員 氏  名 
 会員番号 

 

子どもの氏名 

(1)              (   歳   ヶ月) 性 別 男 ・ 女 

(2)              (   歳   ヶ月) 性 別 男 ・ 女 

(3)              (   歳   ヶ月) 性 別 男 ・ 女 

【報 告 内 容 等】 

月日 曜日 時 間 内   容 子  ど  も  の  様  子 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※ 継続援助の場合は、1行～数行を1日分として記入してください。 

【報酬額等】 

(1) 酬額          円 (内訳)        円×      時間×     日 

（食費･おやつ）        （燃料費） 

(2) 実費          円 (内訳)          円              円 

 

(3) キャンセル料        円 (内訳)当日取消し      円  無断取消し      円 

                                               

(4)合 計           円 

年  月  日 

上記のとおり報告します。また、上記の報酬額等を領収しました。 

 

※会員番号        ※まかせて会員氏名        印  

 

上記について確認しました。 

 

※会員番号        ※おねがい会員氏名           

※必ず本人が署名してください。 



蒲郡市ファミリー・サポート・センター事業報酬等算定基準 

 

この基準は、蒲郡市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱（以下「要綱」という。）第

１４条に規定する報酬等の算定について、必要な事項を定めるものとする。 

１ 報酬の基準額（以下「基準額」という。）は、次のとおりとする。 

⑴ 次号に掲げる日以外の日 

ア 午前７時から午後７時まで １時間当たり ６００円 

イ アの時間以外の時間    １時間当たり ７００円 

⑵ 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、

１月２日及び同月３日並びに１２月２９日から同月３１日まで 

ア 午前７時から午後７時まで １時間当たり ７００円 

イ アの時間以外の時間    １時間当たり ８００円 

２ 報酬の算定となる援助活動を実施した時間（以下「活動時間」という。）は、要綱第１１条第

１項に規定する対象児童（以下「対象児童」という。）に直接関わった実時間とする。ただし、

開始時間が遅くなった場合は、約束した時間から算定する。 

３ 報酬を算定する最低活動時間は３０分とする。活動時間が３０分以下の場合は基準額の２分

の１の額とし、３０分を超え１時間未満の場合は基準額とする。また、活動時間が１時間を超

えた場合は、３０分以下の場合は基準額の２分の１の額とし、３０分を超え１時間未満の場合

は基準額とする。 

４ 対象児童を同時に２人以上預かる場合には、２人目からは基準額の２分の１の額とする。ま

た、預かる人数の上限は３人までとし、複数預かる場合は同一家庭の子どもに限る。 

５ 要綱第８条第１項に規定する依頼会員（以下「おねがい会員」という。）が、自らの都合によ

り援助活動を受けなかった場合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める取消料を同項

に規定する援助会員（以下「まかせて会員」という。）に支払わなければならない。 

⑴ 援助活動の実施日の前日までに取り消した場合は、無料とする。 

⑵ 援助活動の実施日に、援助の始まる前に取り消した場合は、上記基準により算定された予

定報酬金額の半額とする。ただし、援助予定時間が４時間を超える場合は、４時間を限度と

して算出された額とする。 

⑶ 援助活動の実施日に、約束した援助開始時間を過ぎてから取り消した場合、又は取り消さ

なかった場合は、上記金額により算定された予定報酬金額の全額。ただし、援助予定時間が

４時間を超える場合は、４時間を限度として算出された額とする。 

６ 児童の食事、おむつ等援助活動に必要な物品は、原則として、あらかじめおねがい会員が用

意して、まかせて会員に支給するものとする。 

７ 前項の規定にかかわらず、同項の物品が支給されなかったため、まかせて会員が購入して援

助活動に利用した場合は、おねがい会員がその実費を支払わなければならない。また、会員が

対象児童の送迎に自動車等を使用した場合の燃料費についてもおねがい会員がその実費を支払

わなければならない。 


